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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外側に、養生シートを建物の左右方向に複数配置するとともに、その隣接する養
生シートの左右の側部を、建物の内外方向において相互に重合し、各養生シートの左右の
側部を、垂設したガイド部材に昇降可能に係合し、前記重合部において内側に配置された
側部と外側に配置された側部のいずれか一方の側部に、他方の側部における前記一方の側
部と対向する面と反対側の面に重合するように延びる閉塞片を設け、該閉塞片の先部を、
垂設したガイド部材に昇降可能に係合して、各養生シートと前記閉塞片を昇降するように
したことを特徴とする養生シートの開閉装置。
【請求項２】
　前記閉塞片を、前記重合部における外側の側部に設けて、該閉塞片を内側の側部におけ
る前記外側の側部と対向する面と反対側の面に重合させたことを特徴とする請求項１記載
の養生シートの開閉装置。
【請求項３】
　前記閉塞片を、前記重合部における内側の側部に設けて、該閉塞片を外側の側部におけ
る前記内側の側部と対向する面と反対側の面に重合させたことを特徴とする請求項１記載
の養生シートの開閉装置。
【請求項４】
　前記隣接する養生シートの一方の養生シート又は他方の養生シート又は双方の養生シー
トを、左右方向に分割された複数の分割養生シートで構成して各々１セットの養生シート
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とし、該分割養生シートにおける相互の連結部に、一方の分割シートから他方の分割シー
ト側へ重合するように延びる被覆片を設け、前記１セットの養生シートを一体として昇降
するようにしたことを特徴とする請求項１又は２又は３記載の養生シートの開閉装置。
【請求項５】
　建物の外部に設置された仮設足場の外側に、前記の養生シート及びガイド部材を設けた
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の養生シートの開閉装置。
【請求項６】
　建物の外部に作業用ゴンドラの昇降用空間を設け、その外側に、前記の養生シート及び
ガイド部材を設けたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の養生シート
の開閉装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は養生シートの開閉装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ビルやマンション等の建物の外壁面の補修、洗浄、塗装等の外壁工事において、
外壁面の外側に仮設足場を組立て、その外側に養生シートを張設して、この養生シートに
よって仮設足場内での作業で発生する塗料等の外部への飛散を防止している。
【０００３】
　このような養生シートの張設手段として、従来、養生シートの両側縁に形成された取付
孔と、仮設足場の隣接する支柱とを紐で締結して張設しており、強風時などで養生シート
を一時的に畳む必要があるときは、養生シートを、その左右方向における一側端の支柱と
の締結を外し、他側の支柱に寄せ束ねて紐で結束するものが知られている。
【０００４】
　また、塗装等を作業用ゴンドラで行う場合において、その作業用ゴンドラの外側に養生
シートを配置するものも知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、養生シートを張設した状態においては、居住者にとって視界が遮られて閉塞
感が生じるとともに、室内への日光の照射も妨げられ、更に、外部からの視線も妨げられ
て防犯上の問題があるなど、住環境が軽視される問題がある。そのため、その日の外壁工
事の終了後や外壁工事の休日においては、養生シートを外したい要望がある。
【０００６】
　しかし、前記従来の仮設足場における養生シートの張設手段において、その養生シート
を外す際には、作業者が仮設足場の各階に移動して一側の支柱からの紐の外し作業と、他
側の支柱への紐の締結を個々に行う必要があり、時間と経費が嵩む問題があった。
【０００７】
　更に、畳んだ養生シートが支柱の上下方向の全体において存在することから、これが外
視されて見栄えも悪く、日光の妨げにもなっていた。
【０００８】
　更に、養生シートの張設状態においては、養生シートの側端と支柱との間に隙間が生じ
、仮設足場において飛散した塗料が、前記隙間を通じて外部へ飛散する問題があった。
【０００９】
　また、前記作業用ゴンドラの外側に配置する養生シートは、複数の養生シートが、個別
に開放できないように連結されているため、居住者の要望等により、養生シートを部分的
に開放することができない問題がある。
【００１０】
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　そこで本発明は、前記の問題点を解決する養生シートの開閉装置を提供することを目的
とする。
【００１１】
　前記の課題を解決するために、請求項１記載の発明は、建物の外側に、養生シートを建
物の左右方向に複数配置するとともに、その隣接する養生シートの左右の側部を、建物の
内外方向において相互に重合し、各養生シートの左右の側部を、垂設したガイド部材に昇
降可能に係合し、前記重合部において内側に配置された側部と外側に配置された側部のい
ずれか一方の側部に、他方の側部における前記一方の側部と対向する面と反対側の面に重
合するように延びる閉塞片を設け、該閉塞片の先部を、垂設したガイド部材に昇降可能に
係合して、各養生シートと前記閉塞片を昇降するようにしたことを特徴とするものである
。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、前記請求項１記載の発明において、前記閉塞片を、前記重合部
における外側の側部に設けて、該閉塞片を内側の側部における前記外側の側部と対向する
面と反対側の面に重合させたことを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、前記請求項１記載の発明において、前記閉塞片を、前記重合部
における内側の側部に設けて、該閉塞片を外側の側部における前記内側の側部と対向する
面と反対側の面に重合させたことを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項４記載の発明は、前記請求項１又は２又は３記載の発明において、前記隣接する
養生シートの一方の養生シート又は他方の養生シート又は双方の養生シートを、左右方向
に分割された複数の分割養生シートで構成して各々１セットの養生シートとし、該分割養
生シートにおける相互の連結部に、一方の分割シートから他方の分割シート側へ重合する
ように延びる被覆片を設け、前記１セットの養生シートを一体として昇降するようにした
ことを特徴とするものである。
【００１５】
　請求項５記載の発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発明において、建物の
外部に設置された仮設足場の外側に、前記の養生シート及びガイド部材を設けたことを特
徴とするものである。
【００１６】
　請求項６記載の発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発明において、建物の
外部に作業用ゴンドラの昇降用空間を設け、その外側に、前記の養生シート及びガイド部
材を設けたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、隣接する養生シートの左右の側部を相互に重合させたことにより、塗
装作業時に発生した塗料が両養生シート間の隙間を通じて外部へ飛散することを抑制でき
る。
【００１８】
　更に、閉塞片を設けたことにより、塗装作業時に飛散した塗料等が前記重合部の隙間を
通じて外部に飛散することを一層抑制できる。
【００１９】
　更に、前記両養生シートの左右の側部をガイド部材に昇降可能に係合したので、両養生
シートの昇降がガイド部材に案内されて容易に行え、かつ、前記閉塞片の先部もガイド部
材で案内するようにしたので、この閉塞片の昇降も容易に行える。そのため、各養生シー
ト毎の開閉が容易に行える。
【００２０】
　また、請求項２記載の発明によれば、閉塞片が、養生シートの内側（建物側）に配置さ
れるので、該閉塞片が風で煽られることを抑制することができる。
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【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、複数の分割養生シートを１セットとして昇降する養生シ
ートにおいて、隣接する養生シートの相互間において、前記との同様の効果を発揮するこ
とができ、かつ、分割養生シート間においても塗料等が外部へ飛散することを抑制できる
。
【００２２】
　請求項５記載の発明によれば、更に、仮設足場の外側に養生シートを配置し、これをガ
イド部材により昇降可能に設けて昇降させるようにしたことから、従来のように、養生シ
ートと支柱を結束する紐を作業者が各階毎に移動して着脱することなく、養生シートを容
易に開閉することができる。
【００２３】
　また、養生シートを下降して開放した際には、該養生シートを建物の下方に置くことが
できることから、従来のような、養生シートが支柱に存在することによる見栄えの悪化や
、日光の妨げを起こすこともない。
【００２４】
　請求項６記載の発明によれば、作業用ゴンドラの外側に配置する養生シートにおいて、
前記請求項１乃至４の発明と同様の効果を発揮できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施例１の養生シート開閉装置を示す正面図。
【図２】図１の側面図。
【図３】図１の養生シート相互の重合部を示す斜視図。
【図４】図１のＣ－Ｃ線の部分拡大断面図。
【図５】昇降ワイヤを掛け支持する金車（滑車）部を示す拡大側面図。
【図６】本発明の実施例２の養生シート開閉装置を示す正面図。
【図７】図６における分割養生シート間を示す部分拡大正面図。
【図８】図６におけるＤ－Ｄ線の部分拡大断面図。
【図９】本発明の実施例３を示す側面図。
【図１０】図９における養生シート相互の重合部を示す斜視図。
【図１１】本発明の実施例４を示す要部斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明を実施するための最良の形態を図１乃至図１１に示す実施例に基づいて説明する
。
【実施例１】
【００２７】
　図１乃至図５は本発明の実施例１を示す。
　ビルやマンション等の建物の外壁工事を行う際には、図１，２に示すように建物２の外
側に作業用の仮設足場５が設置される。この仮設足場５は、一般的に用いられる既製のも
のを用い、図１，図２に示すように、外側の支柱６と建物２に固設された内側の支柱７と
これらの支柱６，７を連結する作業床板８等とからなり、その支柱６，７は図１に示すよ
うに建物２の壁面に平行する左右方向（Ｘ－Ｘ方向）に複数本所定の間隔で設置されてい
る。
【００２８】
　前記仮設足場５の外側の支柱６の上部は、建物２の屋上より上方の位置に突出している
。該外側の支柱６において、後述する養生シートの相互の重合部に位置する支柱を６ａと
し、該支柱６ａ間の中央に位置する外側の支柱を６ｂとする。
【００２９】
　前記外側の支柱６ａの上部には、図２及び図３に示すように、支持部材であるアーム９
が、建物２に対して外側方向に向って水平状態に所定長突出させて固設されている。該ア
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ーム９は、前記の外側の支柱６ａの全てに設けるか或いは必要な支柱６ａに設けて、建物
２の左右方向（Ｘ－Ｘ方向）において複数本設けられている。
【００３０】
　前記アーム９間には一方の支持杆である内側パイプ１０が横架され、該内側パイプ１０
は、クランプ１２によりアーム９に固定されて保持されている。該内側パイプ１０は、図
１，図３に示すように、建物２の内外方向（図３においてＹ－Ｙ方向）における支柱６ａ
より外側に位置して、建物２の左右方向に水平姿勢で配置されており、また、必要な本数
を用いて建物２の左右方向における必要な長さ、位置に設けられている。
【００３１】
　前記アーム９間には、更に、他方の支持杆である外側パイプ１１が、前記内側パイプ１
０より外側に所定量離間して横架されており、該外側パイプ１１はクランプ１２ａにより
アーム９に固定されて保持されている。該外側パイプ１１は、図１に示すように建物２の
左右方向に水平姿勢で配置され、かつ、必要な本数を用いて建物２の左右方向における必
要な長さにわたって設けられている。
【００３２】
　前記外側パイプ１１には、前記支柱６ａ部、すなわち、アーム９を中心とする左右方向
の両側に位置して２個の支持部材１３Ａ，１３Ｂが固着されている。該両支持部材１３Ａ
と１３Ｂとの間の間隔は、後述する養生シート２３ａ，２３ｂ相互の左右方向における重
合部Ｗの間隔と略同等に設定されている。更に、前記両支持部材１３Ａ，１３Ｂは、図１
に示すように、複数の外側の支柱６ａ部毎に設けられ、隣接する一方の外側の支柱６ａ部
における支持部材１３Ａと他方の外側の支柱６ａ部における支持部材１３Ｂとの左右方向
の間隔が、後述する養生シートの左右方向の長さと略同等に設定されている。
【００３３】
　前記両支持部材１３Ａ，１３Ｂは、これを外側パイプ１１に固着するクランプ１３ａと
、このクランプ１３ａの下部に固設された連結板１３ｂとからなる。
【００３４】
　そして、前記一方の支持部材１３Ａの連結板１３ｂに第１のガイド部材である第１のガ
イドワイヤ１５ａの上端が連結されて、該ガイドワイヤ１５ａが垂設保持され、他方の支
持部材１３Ｂの連結板１３ｂに第２のガイド部材である第２のガイドワイヤ１５ｂの上端
が連結されて、該ガイドワイヤ１５ｂが垂設保持され、両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂが
平行に垂設されている。両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂの上端は、実施例では１本の外側
パイプ１１に設けられているが、夫々別々の外側パイプ１１に設けてもよく、建物２の壁
面に略平行する同一直線上に配置されている。
【００３５】
　前記アーム９、パイプ１０，１１が、仮設足場５から外側へ突出した支持手段Ｇを構成
し、該支持手段Ｇに、前記各ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂが垂設されている。
【００３６】
　したがって、図１及び図３に示すように、第１のガイドワイヤ１５ａが後述する一方の
養生シート２３ａの左側の側部２３ｃに近接して垂設し、第２のガイドワイヤ１５ｂが後
述する他方の養生シート２３ｂの右側の側部２３ｄに近接して垂設される。
【００３７】
　前記第１のガイドワイヤ１５ａと第２のガイドワイヤ１５ｂの下端側は、夫々、図２に
示すように、金車（滑車）４９，４９を通り、緊張器５０，５０を介して仮設足場５の下
部に連結されており、緊張器５０，５０により両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂを強く張っ
て、該両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂが風により揺動することを抑制している。また、前
記両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂの金車４９，４９は、建物２の壁面に略平行する同一直
線上に配置されている。すなわち、図２において、第１のガイドワイヤ１５ａの金車４９
と同様の第２のガイドワイヤ１５ｂの金車４９（図示せず）が、紙面の裏側部において、
第１のガイドワイヤ１５ａの金車４９と同軸上に設けられている。また、図１において、
前記金車４９と緊張器５０は省略されている。
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【００３８】
　前記内側パイプ１０には、前記支柱６ａ部、すなわち、アーム９を中心とする左右方向
の一側に位置して、図の実施例では、前記第１のガイドワイヤ１５ａ側に位置して支持部
材１３Ｃが固着されている。該支持部材１３Ｃは、後述する閉塞板２５の先部２５ｂの上
部に位置するように固着されている。該支持部材１３Ｃは、これを内側パイプ１０に固着
するクランプ１３ａと、このクランプ１３ａの下部に固設された連結板１３ｂとからなる
。
【００３９】
　そして、前記支持部材１３Ｃの連結板１３ｂに第３のガイド部材である第３のガイドワ
イヤ１５ｃの上端が連結され、該ガイドワイヤ１５ｃが垂設保持されている。すなわち、
第３のガイドワイヤ１５ｃは、支持手段Ｇである内側パイプ１０に垂設されている。
【００４０】
　したがって、図３に示すように、第３のガイドワイヤ１５ｃが後述する閉塞片２５の先
部２５ｂに近接して垂設される。
【００４１】
　前記第３のガイドワイヤ１５ｃの下端側は、図２に示すように、緊張器５０を介して仮
設足場５の下部に連結されており、緊張器５０により該ガイドワイヤ１５ｃを強く張って
、該第３のガイドワイヤ１５ｃが風により揺動することを抑制している。
【００４２】
　前記第１～第３のガイドワイヤ１５ａ～１５ｃは、前記各支柱６ａの部分、すなわち、
隣接する養生シート２３ａ，２３ｂの相互の重合部毎に設けられている。なお、建物２の
左右方向の端部に配置される養生シート、例えば、図１の右端部の養生シートの非重合部
側（右端）は、第２のガイドワイヤ１５ｂのみが垂設されている。
【００４３】
　前記支持手段Ｇを構成する外側パイプ１１には、図１に示すように、隣接する一方の養
生シート２３ａの中間部に位置して金車（滑車）５１が設けられている。該金車５１は、
図２及び図５に示すように、前記外側パイプ１１に支板５２を貫通して垂設し、該支板５
２に水平軸５３によって回転自在に設けられている。なお、前記支柱６ｂに前記のアーム
９を固設して、該アーム９に金車５１を設けてもよい。
【００４４】
　また、前記仮設足場５の下部に固設した載置台（ステージ）１６上には、一方の養生シ
ート２３ａの中間に位置して昇降駆動手段である手動或いは電動のウインチ２１が設置さ
れている。
【００４５】
　そして、隣接する一方の養生シート２３ａ側の昇降用のワイヤ２１ａを前記ウインチ２
１に巻回してその一端側２１ｃを前記金車５１の上側に掛けて下降させるとともに、その
下降端に一方の支持パイプ（支持杆）２２ａを連結して略水平姿勢に、かつ昇降可能に支
持し、他端側２１ｄが図２に示すように収納部５４に自由に出入り可能に納められている
。また、前記電動のウインチ２１は、昇降スイッチ６１により作業者が昇降操作できるよ
うになっている。
【００４６】
　また、隣接する他方の養生シート２３ｂ側にも前記と同様に、金車５１、ウインチ２１
、昇降用のワイヤ２１ａが、前記一方の養生シート２３ａ側とは独立して設けられ、その
昇降用のワイヤ２１ａの金車５１から下降した下降端に他方の支持パイプ（支持杆）２２
ｂを連結して略水平姿勢に、かつ昇降可能に支持している。
【００４７】
　前記各支持パイプ２２ａ，２２ｂの左右方向の長さは、隣接する一方の支柱６ａ部の第
１のガイドワイヤ１５ａと他方の支柱６ａ部の第２のガイドワイヤ１５ｂに近接して納ま
る長さに、すなわち、１枚の養生シート２３ａ，２３ｂの左右方向の長さと略同長に形成
されている。そして、一方の支持パイプ２２ａの一方の側部２２ｃと他方の支持パイプ２
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２ｂの他方の側部２２ｄは、図３に示すように、相互に前後に位置するようになっている
。
【００４８】
　前記両支持パイプ２２ａ，２２ｂには、図３に示すように、後述する養生シート２３ａ
，２３ｂを吊り下げる支持金具２４が、複数個、適宜間隔を有して設けられている。
【００４９】
　次に養生シートについて説明する。
　養生シートは、前記仮設足場５の外側において、建物２の左右方向に複数枚に分割され
て建物２を被覆するもので、建物の外壁塗装作業時等に用いられる周知の折曲可能なシー
ト、例えば、メッシュ素材からなるシートを用いる。
【００５０】
　実施例に示す養生シート２３ａ，２３ｂは、その縦寸法が建物２の最上段から前記シー
ト載置板１６までの全域を覆う長さに設定され、横寸法（左右方向の寸法）が、前記隣接
する一方の外側の支柱６ａ部における第１のガイドワイヤ１５ａと、他方の外側の支柱６
ａ部における第２のガイドワイヤ１５ｂとの間に収まり、かつ、両側端が両ガイドワイヤ
１５ａ，１５ｂに近接する長さに設定されている。
【００５１】
　各養生シート２３ａ，２３ｂの夫々の上端部と両側端部には複数の取付穴２８が所定の
間隔で形成されており、該取付穴２８にはリング（実施例ではカラビナを使用）２９が挿
通して備えられている。
【００５２】
　そして、隣接する一方の養生シート２３ａの上端縁に備えたリング２９を、前記一方の
支持パイプ２２ａに備えた支持金具２４に連結して、該一方の養生シート２３ａを支持パ
イプ２２ａで吊り下げ支持することにより、一方の養生シート２３ａが仮設足場５の外側
において建物２の左右方向に張設されている。また、該一方の養生シート２３ａの左側の
側部２３ｃに備えたリング２９を、前記第１のガイドワイヤ１５ａに上下移動可能に遊嵌
し、右側の側部２３ｄに備えたリング２９を前記第２のガイドワイヤ１５ｂに上下移動可
能に遊嵌して、一方の養生シート２３ａが、両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂに係合して、
該両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂに案内されて上下方向に移動可能に備えられている。
【００５３】
　また、同様に、隣接する他方の養生シート２３ｂの上端縁に備えたリング２９を、前記
他方の支持パイプ２２ｂに備えた支持金具２４に連結して、該他方の養生シート２３ｂを
支持パイプ２２ｂで吊り下げ支持することにより、他方の養生シート２３ｂが仮設足場５
の外側において建物２の左右方向に張設されている。また、該他方の養生シート２３ｂの
左側の側部２３ｃに備えたリング２９を第１のガイドワイヤ１５ａに上下移動可能に遊嵌
し、右側の側部２３ｄに備えたリング２９を第２のガイドワイヤ１５ｂに上下移動可能に
遊嵌して、他方の養生シート２３ｂが、両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂに係合して、該両
ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂに案内されて上下方向に移動可能に備えられている。
【００５４】
　前記の構成により、一方の養生シート２３ａの一方の側部２３ｃが、他方の養生シート
２３ｂの他方の側部２３ｄの外側に位置して、すなわち、この両側部２３ｃ，２３ｄが建
物２の内外方向（Ｙ－Ｙ方向）において重合し、重合部Ｗを構成している。
【００５５】
　これにより、この重合部Ｗにおいて、側部２３ｃが外側Ａに配置され、側部２３ｄが内
側Ｂに配置されている。
【００５６】
　なお、前記両養生シート２３ａ，２３ｂの下端縁は、固定、自由端のいずれでもよい。
　前記各養生シート２３ａ，２３ｂの左右方向のいずれか一方の側部、すなわち、重合部
Ｗにおいて内外に位置する側部２３ｃ，２３ｄのいずれか一方の側部、図においては一方
の養生シート２３ａの側部２３ｃ側には、その裏面側（建物側）に位置して閉塞片２５が
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、その基部２５ａを固着して設けられている。該閉塞片２５は、前記養生シート２３ａ，
２３ｂと同材で、かつ、上下方向に長い帯状に形成されて、その基端側２５ａが養生シー
ト２３ａに固着されている。該閉塞片２５は、図の実施例では、上下方向の長さが養生シ
ート２３ａ，２３ｂの上下方向の略全長にわたる長さに設定され、左右方向の幅が図４に
示すように、前記重合部Ｗの左右方向の幅より長く設定されている。更に、該閉塞片２５
は、図３及び図４に示すように、その基端部２５ａから、前記重合部Ｗにおける他方の養
生シート２３ｂの内側（建物２側）、すなわち、他方の養生シート２３ｂの側部２３ｄに
おける一方の養生シート２３ａと対向する面と反対側の面に重合するように配置され、そ
の先部２５ｂを、側部２３ｃの先端よりも長くして、前記第３のガイドワイヤ１５ｃに昇
降可能に係合している。
【００５７】
　前記閉塞片２５の先部２５ｂと第３のガイドワイヤ１５ｃとの係合は、閉塞片２５の先
部２５ｂに、上下方向に適宜間隔を有して取付穴２８を形成し、該取付穴２８にリング（
カラビナ）２９を備え、該リング２９を第３のガイドワイヤ１５ｃに遊嵌して、閉塞片２
５の先部２５ｂが第３のガイドワイヤ１５ｃに案内されて上下方向に移動可能に係合して
いる。
【００５８】
　前記の構成により、一方の養生シート２３ａにおける側部２３ｃと閉塞片２５間に、他
方の養生シート２３ｂが挿入する側と上下側が開口する挿入部（隙間）Ｓが形成され、該
挿入部Ｓ内に、他方の養生シート２３ｂの一方の側部２３ｄと第２のガイドワイヤ１５ｂ
が介在され、かつ、一方の養生シート２３ａ及び閉塞片２５と他方の養生シート２３ｂと
が相対的に上下方向に摺動可能に、すなわち、相対的に昇降可能に構成されている。
【００５９】
　したがって、前記重合部Ｗ部には、図３及び図４に示すように３枚のシートが重合し、
これらの間で形成される隙間Ｓは、上方から見て折り返しのあるＵ状に形成される。この
隙間Ｓは、図面では分かりやすいように幅広く示したが、実際には、養生シート２３ｂに
対して養生シート２３ａと閉塞片２５が近接して、これらの間の間隔が狭くなるように設
定されている。また、前記両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂの内外方向の位置も、分かりや
すいように実際よりも離して記載されている。
【００６０】
　各養生シートは、その一方側、例えば図１における各養生シート２３ａ，２３ｂの左側
部に閉塞片２５を有し、図１における右端の養生シート２３ｂの左側の前記挿入部Ｓ内に
中央部の養生シート２３ａの右側部を挿入し、該中央部の養生シート２３ａの左側の前記
挿入部Ｓ内に左側の養生シート２３ｂの右側部を挿入し、これをくり返すようにして、複
数の養生シートが建物２の左右方向に配設されている。
【００６１】
　次に使用方法について説明する。
　外壁工事の作業、例えば、仮設足場５での塗装作業時には、各昇降駆動手段であるウイ
ンチ２１を巻き上げして、各支持パイプ２２ａ，２２ｂを上昇させ、ガイドワイヤ１５ａ
，１５ｂを案内として各養生シート２３ａ，２３ｂの上端を屋上付近まで個々に上昇させ
、その上昇位置を、適宜手段、例えばウインチ２１の回転を固定したり、支持パイプ２２
ａ，２２ｂを外側パイプ１１に締結して固定する。また、この上昇時には、各閉塞片２５
も、第３のガイドワイヤ１５ｃに案内されて上昇する。
【００６２】
　これにより、仮設足場５の外側の全面を各養生シート２３ａ，２３ｂにより被覆するこ
とができる。更に、各養生シート２３ａ，２３ｂ間に重合部Ｗが形成されるとともに、該
重合部での隙間Ｓが上方から見て折り返しのあるＵ状に形成されるため、養生シートの内
側で飛散した塗料が、隣接する養生シートの間から外側へ飛散することが防止される。ま
た、両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂの上端の相互及び下部の相互が、夫々建物２の壁面に
略平行する同一直線上に配置されていることから、隣接する養生シート２３ａ，２３ｂの
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上端、すなわち、両支持パイプ２２ａ，２２ｂを上下に相対的にずらした場合には、重合
部Ｗにおける一方の側部２３ｃと他方の側部２３ｄが、接近し、これらの隙間Ｓ１が極め
て小さくなり、この隙間Ｓ１での塗料の飛散防止を高めることができる。
【００６３】
　また、その日の作業が終了した際、或いは工事の休日において、開放したい養生シート
、例えば、図１において、養生シート２３ａを下降する場合には、その養生シート用のウ
インチ２１を巻き戻して、その支持パイプ２２ａを自重で下降させる。これにより、その
養生シート２３ａは、第１，第２のガイドワイヤ１５ａ，１５ｂに案内されて下降（図１
の右から２つ目の状態）し、シート載置板１６上に折り畳まれて載置される（図１の左端
の状態）。
【００６４】
　また、養生シート２３ｂを開放する場合も前記と同様の作業により下降し、かつ載置板
１６上に折り畳まれて載置される。
【００６５】
　前記の養生シート２３ａ，２３ｂの昇降作業時には、各養生シート２３ａ，２３ｂは、
その両側端部が両ガイドワイヤ１５ａ，１５ｂに摺動可能に案内されてスムーズに昇降し
、また、閉塞片２５も第３のガイドワイヤ１５ｃに摺動可能に案内されて、スムーズに昇
降し、容易かつ、確実な昇降作業が行える。
【００６６】
　更に、閉塞片２５は、その基部２５ａが養生シート２３ａに固着され、先部２５ｂが第
３のガイドワイヤ１５ｃに支持されるため、閉塞片２５が強い風で煽られることを防止で
きる。
【００６７】
　更に、閉塞片２５が養生シートの内側に配置されるため、強い風が閉塞片２５に当るこ
とを抑制し、閉塞片２５が風で煽られることを抑制できる。
【００６８】
　また、各養生シート２３ａ，２３ｂを下降して開放させた際には、各養生シート２３ａ
，２３ｂの全体を建物２の下部、例えば図のシート載置板１６上に降ろすことができるこ
とから、前記従来のように、養生シートを支柱に束ねておくものに比べて、非作業時の見
栄えを良くし、かつ、日光の妨げを少なくすることができる。
【００６９】
　更に、各養生シート２３ａ，２３ｂの開閉が個々に行えるので、建物２内の居住者の有
無や要望により、簡単に各養生シート毎に上昇状態や下降状態にすることができる。
【００７０】
　なお、前記実施例では、前記昇降用ワイヤ２１ａを昇降駆動手段であるウインチ２１で
昇降するようにしたが、ウインチを使用することなく、昇降用ワイヤ２１ａを作業者が手
で直接持って昇降してもよい。
【実施例２】
【００７１】
　図６乃至図８は本発明の実施例２を示す。
　本実施例２は、前記の隣接する一方の養生シート２３ａ又は他方の養生シート２３ｂ又
は双方の養生シート２３ａ，２３ｂを、それぞれ複数個の分割シートで１セットの養生シ
ート３３として構成するとともに、この１セットの分割養生シートを１セットとして同時
に昇降させるようにしたものである。
【００７２】
　図６に示すように、本実施例２では、隣接する一方の養生シート２３ａを左側の分割養
生シート３３ａと右側の分割養生シート３３ｂで１セットの養生シート３３として構成し
、他方の養生シート２３ｂを、左側の分割養生シート３３ａと右側の分割養生シート３３
ｂで１セットの養生シート３３として構成している。
【００７３】



(10) JP 5285472 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

　そして、一方の養生シート２３ａにおける両分割シート３３ａと３３ｂは、１本の一方
の支持パイプ２２ａにより前記実施例１と同様に支持され、他方の養生シート２３ｂにお
ける両分割シート３３ａと３３ｂは、１本の他方の支持パイプ２２ｂにより前記実施例１
と同様に支持されている。
【００７４】
　また、一方の養生シート２３ａの左側の側部２３ｃと他方の養生シート２３ｂの右側の
側部２３ｄは前記のように重合している。
【００７５】
　前記分割養生シート３３ａ，３３ｂからなる一方の養生シート２３ａの左側の側部２３
ｃには、前記実施例１と同様に閉塞片２５が設けられ、分割養生シート３３ａ，３３ｂか
らなる他方の養生シート２３ｂの左側の側部２３ｄは、前記一方の養生シート２３ａの前
記隙間Ｓに前記実施例と同様に挿入されている。
【００７６】
　すなわち、隣接する両養生シート２３ａ，２３ｂの側部は前記実施例１と同様の構成に
形成されて重合されている。
【００７７】
　外側パイプ１１には、前記一方の養生シート２３ａの左側の側部２３ｃに位置して前記
実施例１と同様に第１のガイドワイヤ１５ａが垂設され、右側の側部２３ｄに位置して前
記実施例１と同様に第２のガイドワイヤ１５ｂが垂設されている。
【００７８】
　更に、外側パイプ１１には、前記他方の養生シート２３ｂの右側の側部２３ｄに位置し
て前記実施例１と同様に第２のガイドワイヤ１５ｂが垂設され、左側の側部２３ｃに位置
して前記実施例１と同様に第１のガイドワイヤ１５ａが垂設されている。
【００７９】
　そして、各養生シート２３ａ，２３ｂは前記実施例と同様の構成により、ガイドワイヤ
１５ａ，１５ｂに昇降可能に係合している。
【００８０】
　更に、前記閉塞片２５の先部は、前記実施例１と同様に、内側パイプ１０に垂設した第
３のガイドワイヤ１５ｃに、前記実施例１と同様な構造によって昇降可能に係合している
。
【００８１】
　すなわち、分割養生シート３３ａ，３３ｂからなる一方の養生シート２３ａと分割養生
シート３３ａ，３３ｂからなる他方の養生シート２３ｂと閉塞片２５をガイドワイヤ１５
ａ，１５ｂ，１５ｃで案内して昇降させる構造と、両養生シート２３ａと２３ｂとの重合
部Ｗの構造は前記第１実施例１と同様である。
【００８２】
　前記外側パイプ１１には、前記実施例１と同様の金車５１が、前記の支持パイプ２２ａ
の左右部、すなわち、一方の養生シート２３ａにおける左側の分割シート３３ａの中央部
及び右側の分割養生シート３３ｂの中央部、更に、前記支持パイプ２２ｂの左右部、すな
わち、他方の養生シート２３ｂにおける左側の分割シート３３ａの中央部及び右側の分割
養生シート３３ｂの中央部に位置して設けられている。
【００８３】
　前記載置板１６上には、前記各金車５１の下方に位置して、すなわち、各分割養生シー
トに対応して昇降駆動手段である電動ウインチ２１Ａ～２１Ｄが設けられており、夫々の
電動ウインチ２１Ａ～２１Ｄに巻設された昇降用ワイヤ２１ａの一端側を前記実施例１と
同様に金車５１の上側に掛けて下降させるとともに、その下降端を前記支持パイプ２２ａ
，２２ｂに、これらを相互に独立して昇降するように連結されている。
【００８４】
　前記各電動ウインチ２１Ａ～２１Ｄはコントロールボックス６０で制御するようになっ
ており、各コントロールボックス６０に設けられた昇降スイッチ６１を作業者が操作する
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ことにより、一方の養生シート２３ａにおける分割養生シート３３ａ，３３ｂを同期させ
、また、他方の養生シート２３ｂにおける分割養生シート３３ａ，３３ｂを同期させて昇
降するようになっている。
【００８５】
　次に、一方の養生シート２３ａにおける左右の分割養生シート３３ａ，３３ｂ相互の連
結部について図６乃至図８により説明する。
【００８６】
　左右の分割シート３３ａと３３ｂとの相互の連結部の上部における外側パイプ１１には
支持金具３４が固設され、該支持金具３４に第４のガイド部材である第４のガイドワイヤ
３５が垂設され、その下端が前記載置板１６に、前記実施例１と同様に緊張器５０を介し
て仮設足場５の下部に固定されている。
【００８７】
　そして、左側及び右側の分割養生シート３３ａ，３３ｂの連結側部に形成した取付穴２
８，２８間にリング（カラビナ）３６を挿通して両分割養生シート３３ａ，３３ｂを連結
し、更に左側の分割シート３３ａの取付穴２８にリング（カラビナ）２９を挿通するとと
もに、該リング２９を前記第４のガイドワイヤ３５に遊嵌し、両分割養生シート３３ａ，
３３ｂの昇降を第４のガイドワイヤ３５で案内するようになっている。
【００８８】
　前記左側の分割養生シート３３ａと右側の分割養生シート３３ｂのいずれか一方、例え
ば図６乃至図８の実施例２では右側の分割養生シート３３ｂにおける他の分割養生シート
３３ａとの連結側には、図８に示すように、被覆片３７が、その一側部３７ａを右側の分
割養生シート３３ｂに固着し、他側（先部）３７ｂを、養生シート３３ａの内側（建物側
）に延長して備えられている。この他端（先部）３７ｂは、自由端としてもよく、また、
雄、雌からなる面ファスナー３７ｃによって養生シート３３ａに分離可能に止着してもよ
い。
【００８９】
　該被覆片３７は、その一側部３７ａから前記取付穴２８、両分割養生シート間、左側の
分割養生シート３３ａの取付穴２８を越える幅で、かつ、分割養生シート３３ａ，３３ｂ
の上下長と略同長の、上下方向に長い帯状に形成されている。
【００９０】
　前記分割養生シート３３ａと３３ｂとの相互の連結部の構造は、他方の養生シート２３
ｂの分割養生シート３３ａと３３ｂにおいても同様である。
【００９１】
　その他の構造は前記実施例１と同様である。
　次に使用方法について説明する。
【００９２】
　本実施例２においては、一方の養生シート２３ａ側のコントローラ６０の昇降スイッチ
６１を作業者が昇降操作することにより、一方の養生シート２３ａの両分割養生シート３
３ａ，３３ｂを１セットとして同時に昇降できる。また、他方の養生シート２３ｂの両分
割養生シート３３ａ，３３ｂも１セットとして同様に昇降できる。
【００９３】
　また、両養生シート２３ａ，２３ｂ間の重合部Ｗは前記実施例１と同様に構成されてい
るため、相互に上下に摺動して、各１セットの養生シート毎の昇降が可能である。
【００９４】
　本実施例２においては、前記実施例１と同様の効果を発揮するとともに、２枚の分割養
生シートを同時に昇降できるため、前記実施例１に比べて、一度に開閉する養生シートを
広くし、一世帯において窓側の部屋数が多い場合に有効である。
【００９５】
　更に、分割養生シート間に設けた被覆片３７により、該分割養生シート間の隙間から塗
料等が外部へ飛散することも防止できる。
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【００９６】
　なお、本実施例２においては、各養生シートを２枚の分割養生シートで構成したが３枚
以上の複数で構成してもよい。
【実施例３】
【００９７】
　図９及び図１０は本発明の実施例３を示す。
　前記実施例１及び２は、本発明を仮設足場の外側に配設される養生シートに適用したも
のであるが、本実施例３は、仮設足場を設けることなく、建物の外側で作業用ゴンドラを
昇降して塗装等の作業を行う場合において、その作業用ゴンドラの外側に配設される養生
シートに本発明を適用したものである。
【００９８】
　図９及び図１０において、建物２の外側に作業用ゴンドラの昇降用空間７０を設けて、
その外側に前記実施例１の養生シート２３ａ，２３ｂ又は前記実施例２の養生シート３３
ａ，３３ｂ及び前記各ガイドワイヤー１５ａ～１５ｃ等が配置されている。
【００９９】
　前記作業用ゴンドラの昇降用空間７０には、作業用ゴンドラ７１が配置され、該作業用
ゴンドラ７１は、建物２側に一端が固定されたワイヤ７２の他端側が作業用ゴンドラ７１
に設けた昇降用のモータのプーリ（図示せず）に巻かれ、該昇降用のモータの正逆回転に
より、昇降するようになっており、周知の作業用ゴンドラである。
【０１００】
　前記建物２の上部には、支持手段を構成するアーム９が建物２から、前記作業用ゴンド
ラの昇降用空間７０の上部を越えて外側へ突出して設けられており、該アーム９は前記実
施例１，２のアーム９に相当し、該アーム９の基端は取付部材７３により建物２に取外し
可能に固定されている。該アーム９の先部には、前記実施例と同様に、すなわち、図１０
に示すように、内側パイプ１０、外側パイプ１１を有し、これらが前記と同様に支持手段
Ｇを構成している。そして両パイプ１０，１１に、前記実施例１，２と同様にガイドワイ
ヤ１５ａ～１５ｃが垂設されている。したがって、建物２から外側へ突出した支持手段Ｇ
に、各ガイドワイヤ１５ａ～１５ｃが垂設されている。そして、前記の養生シート２３ａ
，２３ｂ又は３３ａ，３３ｂが、前記実施例と同様にガイドワイヤ１５ａ，１５ｂに前記
と同様に昇降可能に係合している。
【０１０１】
　さらに、前記と同様に、一方の養生シートに設けられた閉塞片２５の先部２５ｂがガイ
ドワイヤ１５ｃに昇降可能に係合している。
【０１０２】
　そして、前記の各養生シート２３ａ，２３ｂ，３３ａ，３３ｂ、閉塞片２５、被覆片３
７が、前記実施例１，２と同様の構造で同様に配置され、更に、前記実施例１，２におけ
る養生シートの昇降機構も同様に設けられている。
【０１０３】
　したがって、本実施例３は、前記実施例１，２における仮設足場５を除いた他の構造を
有している。前記実施例１，２と同一の部分には前記と同一符号を付してその説明を省略
する。
【０１０４】
　なお、本実施例３における図９に示す載置台１６部は、建物２の下部に直接取付けたス
テージとしてもよい。
【０１０５】
　また、緊張器５０はガイドワイヤ１５ａ～１５ｃの上部側に設けてもよい。
　本実施例３においては、作業用ゴンドラの昇降用空間７０の外側に、前記実施例１，２
の仮設足場以外の構造からなる前記の養生シート等を設けたので、作業用ゴンドラで塗装
等を行う場合に、該作業用ゴンドラの外側に配置される養生シートにおいて、前記実施例
１，２と同様の作用、効果を発揮することができる。
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【実施例４】
【０１０６】
　図１１は、実施例４を示す。
　本実施例４は、前記実施例３における支持手段Ｇを構成する前記アーム９と両パイプ１
０，１１との関係及び作業用ゴンドラ７１のワイヤ７２と建物２との関係を示す実施例で
ある。
【０１０７】
　建物２の屋上のパラペット２ａ上には取付部材７３が取外し可能に嵌合固定されている
。該取付部材７３の上面には角パイプからなる取付筒７３ａが、建物２の内外方向（Ｙ－
Ｙ方向）に向けて固着されている。該取付筒７３ａ内には角筒状のアーム９が摺動可能に
嵌合されて、建物２の外方へ突出している。そして該アーム９の先部に前記の内側パイプ
１０が貫通して支持されている。
【０１０８】
　また、外側パイプ１１も前記と同様な取付部材７３、取付筒７３ａ、アーム９によって
、アーム９の先部に貫通して支持されている。
【０１０９】
　したがって、アーム９，９を進退調整してネジ７３ｂで固定することにより、パイプ１
０，１１の内外方向の位置調整ができる。
【０１１０】
　また、作業用ゴンドラ７１のワイヤ７２の上端側は、建物２のパラペット２ａに取外し
可能に固着する取付部材８０に腕８１を固設し、該腕８１の上面の溝部を通じて建物２の
屋上部へ案内し、その先部を建物２に設けられた堅牢な物に緊結される。
【０１１１】
　その他の構造は前記実施例３と同様であり、同一部分には同一符号を付してその説明を
省略する。
【０１１２】
　本実施例４においても前記実施例３と同様の作用、効果を発揮できる。
【実施例５】
【０１１３】
　前記第１乃至４実施例では、前記閉塞片２５を、重合部Ｗにおける一方の養生シート２
３ａの側部（重合部の外側Ａの側部）２３ｃから、該一方の養生シート２３ａと重合する
他方の養生シート２３ｂの側部（内側Ｂの側部）２３ｄにおける前記一方の養生シート２
３ａの側部２３ｃと対向する面と反対側の面、すなわち建物側の面である内面側に配置し
たが、前記他方の養生シート２３ｂの側部（重合部の内側Ｂの側部）２３ｄから、該他方
の養生シート２３ｂと重合する一方の養生シート２３ａの側部（外側Ａの側部）２３ｃに
おける前記他方の養生シート２３ｂの側部２３ｄと対向する面と反対側の面、すなわち、
建物側と反対の面である外側面に配置してもよい。この場合は、前記第３のガイドワイヤ
１５ｃを、前記一方の養生シート２３ａよりも外側に設け、該第３のガイドワイヤ１５ｃ
に閉塞片２５の先部２５ｂを前記と同様に昇降可能に係合させる。
【０１１４】
　この実施例においても前記と同様の作用、効果を発揮できる。
【符号の説明】
【０１１５】
　２　　　建物
　５　　　仮設足場
　１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，３５　ガイド部材
　２１　　昇降駆動手段
　２３ａ，２３ｂ　養生シート
　２３ｃ，２３ｄ　側部
　２５　　閉塞片
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　２５ｂ　先部
　３３　１セットの養生シート
　３３ａ，３３ｂ　分割養生シート
　３７　　被覆片
　７０　　作業用ゴンドラの昇降用空間
　７１　　作業用ゴンドラ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(16) JP 5285472 B2 2013.9.11

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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